
あかびら市立病院食堂運営事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領 

１，目的 

あかびら市立病院（以下「病院」という。）では、来院者と病院職員が利用しや

すく魅力ある食堂とするため、安定した経営と質の高いサービスの提供が可能な事

業者を公募型プロポーザル方式により募集する。 

 

２，食堂・職員休憩室の概要 

（１）所  在；赤平市本町３丁目２番地 あかびら市立病院病棟１階 

（２）貸付面積；厨房 約25㎡ 

※厨房に併設する客席・職員休憩室については、貸付物件に含めない。 

（３）座 席 数；食堂    約24席（面積約34㎡） 

職員休憩室 約32席（面積約63㎡） 

 

３，業務内容 

別紙「あかびら市立病院食堂運営仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

 

４，応募資格 

応募資格は、次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167号の４の規定に該当しない

者であること。 

（２）参加表明書提出期限の日から契約締結の日までの間に、赤平市競争入札参加

資格者指名停止措置要領（平成19年４月１日施行）の規定に基づく指名停止措

置を受けていない者。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて

いないこと。 

（４）市税並びに消費税及び地方消費税その他公租公課の滞納がないこと。 

（５）食品衛生法（昭和22年法律第233号）の規定の違反による行政処分を公告前

３年間において、受けていないこと。 

（６）赤平市暴力団排除条例（平成24年９月25日赤平市条例第20号）に規定する暴

力団、暴力団員等、暴力団関係事業者等又は北海道暴力団の排除の推進に関す

る条例（平成22年12月17日北海道条例第57号）第15条第１項又は第２項に違反

した者でないこと。 

（７）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は当該団体に属するもので

ないこと。 



（８）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第４項に規定する接待飲食等営

業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を営む

者でないこと。 

（９）食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令第23号）別表第17条第１号イに規定

する食品衛生責任者になることができる資格を有する者を配置できること。 

（10）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147

号）第５条第１項の規定による観察処分を受けた団体に該当しないこと。 

（11）他の応募事業者と以下の関係にある者でないこと。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する場合をいう。ただし、子会社又は子会社の一方

が民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の決定又は

会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の決定を受け

た会社である場合を除く。 

ア）親会社と子会社の関係にある場合 

イ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する場合をいう。ただし、アについては、会社の一

方が更生会社又は再生手続が継続中の会社である場合を除く。 

ア）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

イ）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

③ その他本プロポーザルの適正さが阻害されると認められる関係 

上記①及び②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

 

５、事業者選定に係る日程（予定） 

項目 スケジュール 

（１）募集の公告 令和７年５月19日（月） 

（２）質問受付期間 令和７年５月19日（月）～令和７年６月６日（金） 

（３）質問回答見学期間 令和７年５月26日（月）～令和７年６月13日（金） 

（４）必要書類の提出期限 令和７年６月20日（金）16：00 

（５）審査及び決定  令和７年６月下旬 

（６）審査結果通知  令和７年７月上旬 

※日程については、都合上変更する場合があります。 

※管理課職員の対応は平日８時～16時までとなります。 

 



６，参加手続き等 

（１）公募関係資料の入手方法 

この公募型プロポーザルに参加を希望する者は、下記に示す参加表明書等提出

書類を提出すること。 

※参加表明書等の必要書類は、あかびら市立病院ホームページからダウンロー

ドするか、あかびら市立病院管理課へ取りに来てください。 

（２）質問書の受付 

本募集に関する質問は、全て質問書によるものとする。 

受付期間；令和７年５月19日（月）から令和７年６月６日（金）16時まで 

提出方法；電子メールまたは持参によりあかびら市立病院管理課あてに提出 

E-mail: byouin@city.akabira.hokkaido.jp 

提出様式；質問書（様式第３号） 

回答方法；提出された質問に対する回答は、質問者の名前を伏せたうえで、あ

かびら市立病院ホームページに公開する。事業者選定に公平性を保て

ない場合は、質問に回答しないことがある。なお、質問に対する回答

は実施要領の追加又は修正とみなす。 

（３）参加表明書 

本募集に参加を希望する者は、次の書類を提出すること。 

※本プロポーザル方式による事業者選定への参加は、参加表明書の提出をもっ

て参加表明があったものとみなします。なお、参加表明後に参加を辞退する

場合は、参加辞退届出書（様式任意）を提出期限までに持参してください。 

提出期限；令和７年６月20日（金）16時まで 

提出場所；〒079-1136 

赤平市本町３丁目２番地 あかびら市立病院管理課 

提出方法；持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便に限る。）とする。郵送に 

よる場合は、提出期限までに必着のこととし、持参による提出の場合 

は、８時から１６時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）に持参 

すること。 

提出書類； 

① あかびら市立病院食堂運営事業者選定に係る参加表明書（別紙「様式 

第１号」） 

② 暴力団等の関与のない旨の誓約書兼承諾書（別紙「様式第２号」） 

③ 【法人の場合】記載事項証明書又は登記簿謄本（履歴事項全部証明書 

３か月以内のもの） 

 



【法人以外の団体の場合】規約その他これに類するもの、役員 及び 

構成員の名簿 

④ 各市町村にて発行する納税証明書（直近３か年分。法人の場合 は法 

人住民税及び事業税、法人以外の団体の場合は構成員全員の住民税に関 

するもの）又は未納の税額がないことの証明 

⑤ 財務諸表決算書（貸借対照表、損益計算書など経営実績がわかるも 

の）（直近の２期分） 

⑥ 企画提案書 

⑦ 食堂等の営業に関し、許可を受けていることを証するもの（写し） 

 

７，企画提案書の内容について 

（１）会社概要 

・会社の概要（商号又は名称、所在地、代表者名簿）、経営方針及び財務諸 

表等に基づく経営状況を簡潔かつ具体的に示すこと。 

・病院及び官公庁、会社等での食堂又は食堂・レストランの運営実績（総件 

数及び実績を３件まで記載） 

（２）提供メニュー及び価格 

・提供メニュー（盛付写真があれば掲載） 

・販売価格、調理時間（注文から提供に至る概ねの時間。） 

（３）衛生管理体制、危機管理体制 

・安心・安全な商品等を提供するための取組、清掃・消毒・廃棄物の処理方

法等の衛生管理体制について具体的に記載すること。 

・事故・事件・食中毒等が発生した場合、火災等施設や第三者に損害を与え

た場合の対応について、具体的に記載すること。 

・震災などの災害発生時の対応について記載すること。 

（４）従業員の雇用・教育 

・従業員の人数、業務責任者等の体制について記載すること。 

・従業員に対する接遇等の教育体制や苦情への対応についても記載するこ

と。 

（５）その他アピールポイント 

・利用者の満足度や利便性の向上につながる特徴的な取り組みなど、出店に 

あたりアピールできるポイントを具体的に記載すること。 

 

 

 



８，書類提出についての留意点 

（１）用紙の大きさはA４版とする。ただし、図表などについては、A３版の用紙を 

A４版サイズに折り込むことも可とする。 

（２）提出期間終了後は、提出された書類の内容について変更は原則認めない。た 

だし、誤字、脱字、数字の計算誤り等の軽微な変更については認めるものとす 

る。 

（３）企画提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやす

い内容とすること。 

（４）企画提案書は、１者につき１提案とする。なお、評価の公平性を保つため、 

企画提案書には、事業者を識別でき得る情報（社名、ロゴ、製品名等）を記載 

しないこと。 

（５）企画提案書にはパンフレットや絵、図面を必要に応じて添付すること。な 

お、添付書類は、必要最小限にすること。 

（６）提出書類は返却しない。また、企画提案書や必要書類の作成・提出等に係る 

一切の費用は、事業者の負担とする。 

（７）提出書類は、本プロポーザルの目的以外は使用しないが、必要な範囲におい 

て、複製を作成することがある。 

（８）提出された書類は、赤平市情報公開条例（平成10年３月18日赤平市条例第３  

号）に基づき公開する場合がある。 

 

９，審査方法 

病院が設置する「あかびら市立病院食堂運営事業者選定委員会」（以下「選定委

員会」という。）で定めた評価基準に基づき、選定委員会で企画提案書、プレゼン

テーションの内容を総合的に審査する。 

（１）一次審査 

参加表明書等の書類を不備なく提出した応募者を対象に書類審査を行い、二 

次審査に進む応募者を５者程度選定する。評価は、（３）の評価項目一覧に基 

づき算定した評価点の合計値により行う。 

※応募が５者を超えない場合は、二次審査のみを実施する。 

（２）二次審査 

一次審査の通過者を対象に、プレゼンテーション審査等を行い、評価の最上

位者を最優秀者として特定する。評価は、（３）の評価項目一覧を再評価し、

評価点の合計値により行う。 

※プレゼンテーション審査の日時、場所、留意事項等は、応募者に別途ご連絡 

します。プレゼン方式をとらない場合もあります。 



（３）審査項目について 

「あかびら市立病院食堂運営事業者選定」に係る評価項目一覧表に基づき、

各評価項目の点数を算出し、その合計を内容点とする。最高点は140点とする。 

＜評価項目一覧＞ 

 評価項目 点数 

経営点 

会社の経営状況 20 

病院及び官公庁、会社等での食堂実績 30 

又は一般食堂の運営実績 20 

内容点 

営業方式（コンセプト及び運営方針等） 40 

提供メニュー及び価格（定食、飲食物等） 30 

衛生管理体制、危機管理体制、従業員の雇用・教育 10 

提案加点 その他アピールポイント 10 

合 計 140 

 

10，審査結果の通知 

審査結果は、後日参加者全員に対し評価項目ごとの点数及び合計点を文書にて通

知するとともにあかびら市立病院ホームページにおいて公表する。また、結果に対

する異議は受け入れない。 

 

11，留意事項等 

次の要件のいずれかに該当する場合には、失格とする。 

（１）提出書類に虚偽の記載をしたことが確認されたとき。 

（２）選定委員又はその関係者に接触を求めるなど、評価の公平性を害する行為を 

行ったとき。 

（３）候補者の決定から契約締結までの間に、事業者の資金事情の変化等により食 

堂の運営の履行が困難であると病院が判断したとき。 

（４）著しく社会的信用を損なう行為等により、事業者としてふさわしくないと病 

院が判断したとき。 

（５）事業者が応募資格に適合しなくなったとき。 

12，候補者との協議 

９により最優秀者として特定された者（以下候補者）と病院は、契約締結に向け

て細目について協議を行う。協議に際しては、必要に応じ候補者の提案に対し修正

を求めることができることとし、候補者は、この求めに対しては協議に応じなけれ

ばならない。なお、協議が不調のときは、９より順位づけられた上位の者から順

に、契約締結に向けた交渉を行う。 



 

13，その他 

（１）本手続きにおいて使用する言語は、日本語、通貨は日本円、単位は日本の標 

準時及び計量法によるものとする。 

（２）企画提案書の作成、応募、ヒアリング等に要する費用は、応募者の負担 

とする。 

（３）応募者が１者のみの場合であっても、選定委員会において提案内容の審査を 

行い、選定の可否を決定する。 

（４）応募者のいずれもが選定委員会が求める各委員の最低評価点（70点）に達し 

ていない場合は、最優秀者を決定しない。この点数は、経営点と内容点の合計 

により評価する。 

（５）本プロポーザルの相手方の決定については、特定された最優秀者を対象とし 

て、厨房諸室の貸付や仕様書等の契約内容を病院と協議した上で決定するもの 

であり、業者の特定をもって、提案者の企画提案内容を全て了承するものでは 

なく、また相手方を決定するものではない。 

（６）希望者には、現場見学会を令和７年５月26日～６月13日の間（平日）で開催 

しますので、令和７年５月19日～６月６日（平日8時～16時）まで下記にお問い 

合わせください。 

 

 

 

 

～お問合せ先～ 

赤平市本町３丁目２番地 あかびら市立病院管理課 担当；佐藤・杉浦 

電話；0125-32-3211  E-mail；byouin＠city.akabira.hokkaido.jp 


